
国民健康保険　　　　　　有効期限　平成22年3月31日 

被保険者証 

記号・番号　　402－0000000　　　　　性別　　男 

氏　名　　　　　都留太郎 

生年月日　　　　昭和50年11月25日 

世帯主名　　　　都留一郎 

住　所　　　　　山梨県都留市上谷一丁目1番1号 

資格取得年月日　平成20年12月30日 

票嵩豊月1日　囲 

お引鰹し裁決悪食軽電

水運⑩闘檎魔、臨検麿議論忘於恕く！

現在、上水道及び簡易水道を使用されている方、ご利用予定の方は、お引越しの予定目前（1週間程前）に必ず使

用車止の届け出（閲栓届け）若しくは、給水使用申し込み（閲栓届け）の手続きが必要となります。手続きは、水資源

滝輔課窓口にて受け付けています。

※率続きは、電話ではでき蜜鮮んので、必ず水資源活照深窓国雷でお越しください。

閲稔轍すが提出され勘一損金は、ご儀感の裔無に強敵わら音、基本料金が発生し続ず寮母のでご注意ください。

諌畠闘絵顕す馨し勧†薫諌無断ぞ瀬覇戴撃麟し紅絹金駄薗靭こ給水塩瀬止し轟音織でご漣惹く清談高

妹遵翻金の輯篤競ついて

㊥鶴歴醸轡凌蜜翻蝿璃瞭

績襲料金蚕「出盛」から醸頓替えることがぞ営まず。

○鯛紺聾を蜜利用穂高

転麿先に納付書をお送りしますので、お近くの端境金臨機開く銀行なさ）でお支払いい

ただくか、讃求金額と同額の郵便小為替を郵便局にて購入し、水資源活用課あてに送

付してください。後日、領収書をお送りします。

※閉栓屈け・開栓届けには、それぞれ手数料として300円が必要となります。

闊栓及び閣栓手続きの休日業務について

転居の多い時期ですので3月28日（士）、29日（日）、4月4日（土）、5日（日）の4日間は、午前9時から午後3時

まで受け付け業務を行っていますのでご利用ください。

通常の受け付け業務は、平日の午前8時30分から午後5時30分までです。

間合・届出先　水資源活用課　簡易水道担当
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国
民
健
康
保
険
証
の
更
新
に
つ
い
て

新
し
い
保
険
証
は
3
月
下
旬
に
郵
送
さ
れ
ま
す

4
月
か
ら
使
用
す
る
新
し
い
国
民
健
康
保

険
証
は
、
3
月
下
旬
に
世
帯
の
加
入
者
全
員

分
を
同
封
し
て
簡
易
書
留
郵
便
で
各
家
庭
に

送
付
し
ま
す
。
保
険
証
が
届
き
ま
し
た
ら
、

住
所
・
氏
名
・
生
年
月
日
な
ど
記
載
内
容
を

確
認
し
て
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。
な

お
、
期
限
切
れ
の
保
険
証
は
破
棄
し
て
く
だ

さ
い
。国

民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
保
険
証
が
届
か
な
い
世
帯
が
あ
り

ま
し
た
ら
、
年
金
・
医
療
担
当
へ
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

な
お
、
国
民
健
康
保
険
税
に
未
納
が
あ
り

ま
す
と
、
短
期
被
保
険
者
証
ま
た
は
資
格
証

明
書
が
交
付
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
保
険
証
を
郵
送
す
る
封
筒
の
中
に
、
特
定

健
診
の
お
知
ら
せ
を
同
対
し
ま
す
の
で
、

ご
覧
く
だ
さ
い
。

保
険
証
の
再
交
付
に
は
身
分
証
明
が
必
要
で
す

国
民
健
康
保
険
証
の
再
交
付
に
は
、
運
転

免
許
証
・
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
の
身
分
を
証
明

す
る
も
の
（
顔
写
真
入
り
）
が
必
要
で
す
。
申

請
者
は
、
本
人
ま
た
は
同
居
の
家
族
と
し
、

そ
れ
以
外
の
方
の
場
合
は
、
委
任
状
と
申
請

者
（
窓
口
へ
来
る
人
）
の
身
分
証
明
書
が
必
要

と
な
り
ま
す
。

間
合
先

保
険
証
に
関
す
る
こ
と

市
民
生
活
課
　
年
金
・
医
療
担
当

国
保
税
に
関
す
る
こ
と

税
務
課
　
収
納
対
策
室

な
お
、
同
居
し
て
い
て
も
世
帯
分
離
し
て

い
る
場
合
は
、
委
任
状
が
必
要
で
す
。

国
民
健
康
保
険
税
は
納
期
内
に
納
め
ま
し
ょ
う

国
民
健
康
保
険
税
は
、
私
た
ち
の
医
療
費

な
ど
に
あ
て
ら
れ
る
貴
重
な
財
源
で
す
。
必

ず
納
期
内
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

納
め
る
意
思
は
あ
っ
て
も
失
業
や
病
気
な

ど
の
事
情
で
納
付
が
困
難
な
方
は
、
分
割
納

付
な
ど
の
方
法
も
あ
り
ま
す
の
で
、
お
早
め

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。


